
平 成 26 年
７月１日（火）
第2593号

平成26年７月１日　火曜日（591）

告 示
栃木県告示第317号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　解除予定保安林の所在場所
　　日光市日光2482ノ１（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　水源の涵

かん

養
３　解除の理由
　　国立公園事業用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅱ
１　解除予定保安林の所在場所
　　日光市日光2482ノ１（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　公衆の保健
３　解除の理由
　　国立公園事業用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び日光市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第318号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年７月１日から同月30日まで一般の縦覧に
供する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

25

前Ａ 那須烏山市神長620-１から
那須烏山市神長470-１まで 7.7 ～ 19.8 423.5

Ａ及びＢは、
関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。

前Ｂ 那須烏山市神長627-１から
那須烏山市神長522-１まで 5.2 ～ 7.2 77.3

後Ａ 那須烏山市神長620-１から
那須烏山市神長470-１まで 11.1 ～ 23.4 423.5

後Ｂ 那須烏山市神長627-１から
那須烏山市神長522-１まで 5.2 ～ 9.8 77.3

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第319号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年７月１日から同月30日まで一般の縦覧に
供する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 123 号 芳賀郡益子町大字七井4108から
芳賀郡益子町大字七井861-４まで 平成26年７月１日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第320号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により指定構造計算適合性判定機関を指定し
たので、同法第77条の35の５第１項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所
　　ハウスプラス確認検査株式会社
　　東京都港区芝五丁目33番７号
２　構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
　　東京都港区芝五丁目33番７号
３　指定をした日
　　平成25年９月９日
４　構造計算適合性判定の業務の開始の日
　　平成25年９月17日
Ⅱ
１　指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所
　　株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構
　　東京都豊島区南大塚三丁目37番５号
２　構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
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　　東京都豊島区南大塚三丁目37番５号
３　指定をした日
　　平成25年11月８日
４　構造計算適合性判定の業務の開始の日
　　平成25年11月15日
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第321号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の５第２項の規定により指定構造計算適合性判定機関から
変更の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定構造計算適合性判定機関の名称
　　株式会社建築構造センター
２　変更の内容

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

業務を行う事務所の所
在地

（新規） 岡山県岡山市北区丸の内２丁目12-20
内山下ビル303号室

宮城県仙台市青葉区本町２丁目10番28
号　カメイ仙台グリーンシティ４階

宮城県仙台市青葉区本町２丁目10番28
号　カメイ仙台グリーンシティ３階

神奈川県横浜市北区北幸２丁目10番39
号　日総第５ビル３階

神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番19
号　日総第８ビル８階

愛媛県松山市三番町７丁目13番地13
ミツネビルディング604号室

愛媛県松山市三番町７丁目13番地13　
ミツネビルディング601号室

鹿児島県鹿児島市中央町９番10号　創
夢第一ビル４階

鹿児島県鹿児島市東千石町１番３号　
鹿児島第２ビル３階Ｂ室

３　変更年月日
　　平成25年11月１日　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第322号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　平成26年７月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

那須郡那須町大字高久甲字薄室曽根
1015-15、1015-20、字葭沼 1056の一
部、1056-２、1056-２地先

幅員4.00ｍ
　　6.00ｍ
延長126.5ｍ

平成25年
１月17日

大 田 原
土木事務所

那須郡那須町大字高久丙字北原1798-
360、1798-361、1798-363、1798-367、
1798-368、1798-371、1798-465、
1798-466、1798-572の各一部

幅員4.57ｍ
延長67.28ｍ

平成25年
１月24日

大 田 原
土木事務所

矢板市末広町516-１の一部 幅員6.00ｍ
延長46.97ｍ

平成25年
３月４日

大 田 原
土木事務所
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真岡市熊倉一丁目１-16、１-17の各一
部

幅員4.12ｍ
　　6.00ｍ
延長51.73ｍ

平成25年
３月19日

真 岡
土木事務所

那須郡那須町大字高久丙字北原1798-
338、1798-339、1798-342、1798-385、
1798-388、1798-389、1798-391、
1798-436の各一部

幅員4.57ｍ
延長59.56ｍ

平成25年
４月26日

大 田 原
土木事務所

那須郡那須町大字高久乙字伊藤台
3368-160、3368-161、 字 道 下 2622-
４、2622-５、2623-４、2623-５、
2625-４の各一部

幅員4.00ｍ
延長180.31ｍ

平成25年
５月20日

大 田 原
土木事務所

芳賀郡益子町大字塙字西谷3257-１の
一部

幅員6.20ｍ
延長31.385ｍ

平成25年
７月５日

真 岡
土木事務所

那須郡那須町大字高久丙字海道上411-
１の一部

幅員6.00ｍ
延長43.54ｍ

平成25年
７月19日

大 田 原
土木事務所

那須郡那須町大字高久丙字北原1798-
312、1798-313、1798-314、1798-315、
1798-330、1798-331、1798-334、
1798-335の各一部

幅員4,57ｍ
延長53.30ｍ

平成25年
７月26日

大 田 原
土木事務所

矢板市末広町 512-８、512-12、512-
13、512-14

幅員4.00ｍ
延長39.45ｍ

平成25年
８月20日

大 田 原
土木事務所

下都賀郡壬生町元町1257-１ 幅員6.00ｍ
延長39.17ｍ

平成25年
９月25日

栃 木
土木事務所

下都賀郡壬生町落合二丁目14-５の一
部、14-24

幅員4.00ｍ
延長30.20ｍ

平成25年
10月３日

栃 木
土木事務所

下野市文教二丁目15-４の一部 幅員6.00ｍ
延長36.94ｍ

平成25年
10月15日

栃 木
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第323号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　平成26年7月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道 路 の 延 長
及 び 幅 員

廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

真岡市熊倉町字如来堂4775-２ 幅員4.00ｍ
延長23.20ｍ

平成25年
４月17日

真 岡
土木事務所

真岡市大谷台町１-２ 幅員4.00ｍ
延長61.30ｍ
幅員5.00ｍ
延長24.40ｍ
幅員6.00ｍ
延長39.00ｍ

平成25年
５月１日

真 岡
土木事務所
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真岡市田町字三島1605-２ 幅員4.00ｍ
延長30.30ｍ

平成25年
５月２日

真 岡
土木事務所

塩谷郡高根沢町大字宝積寺字東北原
2450-19、2450-60の各一部

幅員4.00ｍ
延長34.80ｍ

平成25年
６月25日

宇 都 宮
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────


